
令和４年度第１５回地域タウンミーティング（荻）意見一覧 

 

日時：令和４年１１月２４日（木） 午後７時～午後８時 

場所：生涯学習センター荻会館 ３階大会議室 
 

① 荻字入谷の残土処分場工事の状況等について【区】             

② 市道の安全対策について【区】 

③ 県道池松原線の舗装について【区】 

④ 水路の蓄積物の処理について【緑町町内会】 

⑤ 県道池東松原線の交差点への時差式信号の設置について【緑町町内会】 

⑥ 市有地へのごみステーションの設置について【城の木戸町内会】 

⑦ 地域防災について考える環境づくりについて【城の木戸町内会】 

⑧ 県道池東松原線の渋滞対策について【つつじヶ丘町内会】 

⑨ 町内会への加入促進について【つつじヶ丘町内会】 

⑩ 空地や空家の雑草と樹木の伐採について【緑町町内会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
 

1 

 

意 見 区 荻区-① 

荻字入谷の残土処分場工事の状況等について【区】 

 現在、残土処分場工事が長い間止まった状態で、区民から工事停止の理由や工事再開の時期

について不安の声を聞きます。 

 住民の不安解消のためにも、可能な範囲で確認と説明をお願いします。 

回 答 

資材置場造成工事が長い間止まった状態であることにつきましては、事業者が

河川改修と仮設沈
ちん

砂
さ

池
ち

工事の出来形
で き が た

に係る事前協議を行わないまま工事を完成さ

せたため、県東部農林事務所が変更の手続を命じ、変更の手続に約１０ヵ月間要

したためです。 

事業者からは、県東部農林事務所の検査が終わったが、予め予想される今後の

変更点について県東部農林事務所と協議している旨を聞いております。 

 

 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-② 

市道の安全対策について【区】 

伊東市荻田之上町の翠泉堂表具店から菊間商店の間、県道側入口付近の市道の道路中央から

長さ１０ｍ位、県道側崖方向に路面に亀裂、傾きが以前より拡大しています。県道側に道路が

欠落して重大災害の恐れがあります。安全対策をお願いします。 

回 答 

現地確認をしたところ、亀裂、傾き及び舗装
ほ そ う

版
ばん

下の空洞等が確認されました。 

安全対策の観点から、業者には令和４年１１月７日に空洞により傾いた舗装版
ほそうばん

の修繕を発注済であり、早急に施工へ取り掛かる予定であります。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-③ 

県道池東松原線の舗装について【区】 

交通量が多く、大型車も頻繁に通り、穴やくぼみがひどいです。観光地としてのイメージの

ためにも、早期に道路状況の確認と対応をお願いします。 

回 答 

県道池東松原線を管理する静岡県熱海土木事務所へご意見をお伝えし、回答を

いただきましたのでご報告いたします。 

静岡県からは、「広範囲の舗装補修につきましては、予算要求をしてまいります。 

なお、軽微な補修につきましては、その都度対応させていただきます。」とのこ

とでございました。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-④ 

水路の蓄積物の処理について【緑町町内会】 

緑町近郊（樋口商事裏側奥）の水路の流出物が蓄積した場合は、町内会長が建設課に依頼し

ていましたが、今後は依頼しなくても年間を通じて定期的に除去をお願いします。 

回 答 

 現在、パトロール等により、定期的に清掃するようにしておりますが、目が行

き届かない時もあろうかと思いますので、その際はご連絡の程よろしくお願いい

たします。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
 

5 

 

意 見 区 荻区-⑤ 

県道池東松原線の交差点への時差式信号の設置について【緑町町内会】 

林泉寺から十足方面へ進んだところにある交差点は、十足方面から大池小学校に向けて右折

する際、朝の通勤・通学のラッシュ時には対向車が多く、信号１回につき１台程度しか右折で

きません。中には、強引に右折しようとして横断中の学生にぶつかりそうになる場面を何度も

目撃されています。過去に死亡事故も起きた危険な場所です。 

荻神社前の交差点のような時差式の信号にしてください。 

回 答 

当該交差点の信号機の設置につきまして、所管している伊東警察署交通課にご

意見をお伝えし、回答をいただきましたので、ご報告いたします。 

「当該箇所は、すでに時差式信号が設置されている荻神社前の信号と距離が近

いため、渋滞が発生しやすい状況である。連続し時差式信号を設置することで、

十足方面に向かう道路がさらに渋滞するおそれがあることから、当該箇所での右

折車の利用状況を調査した上で検討していく。」とのことでございました。 

 なお、当該箇所の交通安全対策につきましては、交通死亡事故の発生や小学校

との通学路点検を受け、歩行者用青信号の点灯時間よりも、車両用青信号の点灯

時間を長くすることで、歩車分離となる時間を確保し、右左折時に歩行者と車両

が接触するリスクの軽減を図っております。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-⑥ 

市有地へのごみステーションの設置について【城の木戸町内会】 

 県道池東松原線沿いの市有地にごみステーションを設置させてもらえないでしょうか。 

回 答 

当該土地については清掃事務所移転用地としておりましたが、計画が白紙とな

ったことから普通財産として財政課で管理しております。 

本市として今後の活用が見込めないことから現在民間事業者へ売却する方向で

検討しておりますので、ごみステーションを当該土地に設置することは難しいと

考えております。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-⑦ 

地域防災について考える環境づくりについて【城の木戸町内会】 

 地震などの災害を自分のこととして捉えている人が少ないと思います。いざという時に対応

できるよう、自分の地域の危険箇所や自分の家を守る方法などを近所の人たちで話し合える環

境を市で作っていただきたいです。 

 特に、災害時に頼りになるのは中高生ですので、知識と経験のある子どもたちを育てていけ

ると良いと思います。 

 

回 答 

 ご意見のとおり、災害に備え一人一人が身近な危険を把握するというのが一番

大事なことです。 

現在、自主防災会の皆様とともに地域の防災教育に取り組んでいるところでご

ざいますが、今後子どもたちを含めた地域の皆様が防災への関心と理解をより深

められるよう、市としてどのような支援ができるか検討してまいります。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-⑧ 

県道池東松原線の渋滞対策について【つつじヶ丘町内会】 

この道路は交通量が非常に多くなっており、朝夕は渋滞が起きています。市として対策は考

えているのでしょうか。 

回 答 

現状では、迂回路などを整備する計画はございません。 

今後どのような対策ができるか、静岡県熱海土木事務所や伊東警察署と協議し

ながら検討してまいります。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-⑨ 

町内会への加入促進について【つつじヶ丘町内会】 

町内会費を払いたくないという理由で町内会に入らない人や、町内会から抜けたいという人

が多くなってきています。町内会に加入するメリットについて、市として考えていることはあ

るのでしょうか。地域の商店などを利用した際の特典などがあると良いと思います。 

回 答 

各地域で同様の課題を抱えていることは承知しております。 

市といたしましても、町内会の意義や活動内容について積極的にＰＲしていく

ことは重要であると考え、地域行政連絡調整協議会の町内会加入促進事業への支

援を行っております。 

各町内会の皆様におかれましても、地域の実情を踏まえた主体的な、魅力ある

町内会運営について検討をお願いいたします。 

 



令和４年度地域タウンミーティング（荻）における意見及び回答（要旨） 
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意 見 区 荻区-⑩ 

空地
あ き ち

や空家
あ き や

の雑草と樹木の伐採について【緑町町内会】 

緑町町内会は空地や空家が多くなりました。雑草や樹木が生い茂り、隣家や道路に覆いかぶ

さっている箇所があります。市で対応していただくことは可能でしょうか。 

回 答 

 空家等が抱える諸問題についての市の相談窓口は、建築住宅課でワンストップ

で対応しておりますので、市民の皆様におかれましては、近隣において、適切な

管理が行われていないと思われる空家等がある場合には、建築住宅課へご連絡く

ださるようお願いいたします。 

 市職員が現地調査を行い、適切に管理が行われていない場合には、不動産登記

簿情報などにより所有者や管理者を特定し、指導を行います。 

 現地調査の際には、近隣のお宅に使用状況等についてお尋ねする場合がありま

すので、その際には情報提供についてご協力をお願いいたします。 

 


